
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国地方各県と一般財団法人中国ゴルフ連盟は、災害時における応急対策活動の円滑な実施を

図ることを目的とし、中国地方知事会の防災体制を充実させる活動の一環として、次のとおり協定

を締結します。 

 

≪協定概要≫ 

災害時等において、協定に参加するゴルフ場から支援協力を受ける。 

【主な支援の内容】 

（１）避難者の受入等（クラブハウスへの避難者受入、浴場等の提供、飲料水の提供） 

（２）救助活動等の拠点提供 

　　　　　（臨時ヘリポートに活用、緊急車両の駐車、自衛隊等の支援部隊の一時拠点） 

※本協定の締結に伴い、県域を越えてゴルフ場を利用する調整も可能になります。 

※各県が（一財）中国ゴルフ連盟と２者協定を締結するため、県により協定文が異なる場合があ

ります。 

 

≪協定締結式概要≫ 

 
 

（参考）一般財団法人中国ゴルフ連盟の概要 

 

 

 

※本協定の取材申込については、「取材申込票」のとおり、鳥取県にて一括してお受けします。 

 

 

 

 
日 時

令和８年 5 月 25 日（月）　１4：0０～14:15 

※この締結式は、同日開催の令和８年度中国地方知事会第１回知事会議 

（14 時 20 分～16 時予定）の直前に行います。
 

場 所
ホテルグランヴィア岡山　３階　中宴会場「サファイア」 

　（岡山県岡山市北区駅元町 1-5）
 

調 印 者

一般財団法人中国ゴルフ連盟会長　田村　興造（たむら　こうぞう） 

鳥取県知事　平井　伸治（ひらい　しんじ） 

島根県知事　丸山　達也（まるやま　たつや） 

岡山県知事　伊原木　隆太（いばらぎ　りゅうた） 

広島県知事　横田　美香（よこた　みか） 

山口県知事　村岡　嗣政（むらおか　つぐまさ）

 団 体 名 一般財団法人中国ゴルフ連盟
 所 在 地 広島県広島市中区中町 3 番 11 号中町センタービル 3 階 304 号

 代 表 者 会長　田村 興造
 会員ゴルフ 

クラブ数
全体：99(鳥取県７、島根県６、岡山県 33、広島県 38、山口県 15)　

資　料　提　供 
令和８年５月 20日 

課　名 危機管理課 
担当者 兼田 
内　線 2783 
直通電話 082-513-2771
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「災害時における被災者へのゴルフ場の支援協力に関する協定」締結式 

に関する取材申込票 

 

【提出期限】令和 8 年 5月 22 日（金）15 時 

【提 出 先】中国地方知事会広域防災部会事務局（鳥取県危機管理政策課）　川人　行 

【提出方法】メール添付またはＦＡＸ 

（メール：kikikanri-seisaku@pref.tottori.lg.jp　FAX：0857-26-8137） 

 

 

 
貴　　社　　名

 
所 属 部 署

 
担 当 者 名

 電 話 番 号 

携帯電話番号等

 
取材時の人数

 
カメラの有無 有 　　　　　・ 　　　　　無

 
撮影機材（台数） スチールカメラ 　　　　・ 　　　　テレビカメラ

 （問合せ先）中国地方知事会広域防災部会事務局（鳥取県危機管理政策課）　森田、川人 

TEL:0857-26-7894　FAX:0857-26-8137

 ○取材要領（注意事項） 

（１）取材にあたっては、自社腕章を着用し、職員の指示に従って取材を行ってください。 

（２）取材時間は、開始から終了まで（14 時 00 分～14 時 15 分）の間とします。 

（３）取材を希望される方は、本「取材申込票」に必要事項を記入の上、事前に申込をお願いし

ます。 

（４）記者用の駐車場は用意しておりませんので、自動車でお越しの場合は、各自で会場等の駐

車場を御利用ください。 

（５）災害発生または発生の恐れがある場合は、急遽、締結式を中止する場合がございます。


